
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するため、既存のマル経融資                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

とは別枠で1,000万円の範囲内で、当初3年間、通常の貸付金利から▲0.５％引き下げする融資制度が条件により適用

できます。 

 

 
 

 融資限度額 利率 返済期間 

通常部分 2,000万円 

年1.25％ 

 

拡充部分 別枠 

1,000万円 

 
当初３年間 
上記金利 

 

★雇用者給与等支給額が最近の決算期と比較して、2.5％以上増加する見込みが

ある事業者（最近の決算期において既に増加している場合も含む）は当初２年間

につきましては、適用利率-0.5％になる場合がございます。 

固定金利（令和６年４月１日） 

・運転資金：２０年以内 

（据置期間５年以内） 

・設備資金：２０年以内 

（据置期間５年以内） 
※令和６年６月まで -0.5％ 

・運転資金：７年以内 

（据置期間１年以内） 

・設備資金：１０年以内 

（据置期間２年以内） 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

※詳しくはお問い合わせください 

・直近１ヶ月等の売上高または過去６ヶ月 ( 最近１ヶ月を含む ) の平均売上高が前５年のいずれかの
年の同期と比較して５％以上減少している 

４ 拡充部分の要件 

・最近の決算又は試算期に基づき算出した債務負担年数が13年以上 

下記のいずれかの要件を満たす方 ※詳しくはお問い合わせください 









http://sakaicci.or.jp/entry2107.html















堺商工会議所 労働保険事務組合 

 

堺商工会議所労働保険事務組合について 
 

 

従業員を雇用されている事業主の皆様は、労災保険及び雇用保険（労働保険）を 

成立する必要があります。当所の労働保険事務組合では、労働保険の事務手続きを

委託していただけるだけでなく、事業主であっても『特別加入』という制度で労災

保険に加入することができます。ぜひ、ご検討ください。 

≪労働保険とは≫ 

労働保険とは労働者災害補償保険（一般に「労災保険」）と雇用保険とを総称したものです。 

原則、常用・臨時の雇用形態を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は加入しなければなりません。 

 

                                     

                        

 

≪労働保険事務組合とは≫ 

厚生労働省の認可を受けて、当所内に設置しており、労働保険の煩わしい手続きを、事業主の委託を

受けて、事務代行をする団体です。 

 

≪メリット≫ 

・保険料の額にかかわらず保険料納付を３回に分割できます。 

・特別加入として代表者（役員）・家族従業員も労災保険に加入できます。 

・雇用保険の取得や喪失、離職票等ハローワークへの提出書類を代行致します。 

 

 

≪活用できる事業者≫ 

① 堺商工会議所の会員事業所 

② 従業員を雇用していること（年間１００日以上） 

③ 常時使用する労働者が下記表内 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

金融・保険・不動産・小売業      ５０人以下 

卸売・サービス業 １００人以下 

その他の事業 ３００人以下 

※①～③の条件を 

いずれも満たす必要があります。 

従業員が多く、保険料が多額の場合に

は、資金繰りが楽になります。 

 

労働者が業務上、または、通勤・帰宅途中でケガ

をした場合に、被災労働者を保護するため、必要

な保険給付を行うもの 

 

労働者が退職し、失業状態になった場合に、労働

者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進す

るため必要な保険給付を行うもの 

労災保険 雇用保険 

＋ 

※従業員がいない一人親方の特別加入は、当所では取り扱っておりません。 

 



 

≪委託できる事務の範囲≫ 

１．雇用保険の被保険者に関する届出等の事務 （従業員の雇入・退職の時） 

２．概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務（年度更新）  

３．保険関係成立届の申請、雇用保険事業所設置届提出等に関する事務（新規適用）  

４．労災保険の特別加入の申請等に関する事務  

５．その他労働保険についての申請、届出に関する事務（名称・所在地の変更等）   

※労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務並びに、印紙保険料に関する事務は、当事務組合が行う 

ことができる事務には含まれません。 

※労災給付申請は代行できません。 

※労働保険(雇用保険・労災保険)に関する事務のみであり、社会保険・健康保険などについては、当所では事務 

委託を受けることはできません。 

 

≪特別加入保険料について≫（事業主・役員でも入れる労災保険） 

・業種によって労災保険料率・雇用保険料率が異なるため、保険料は一律ではございません。 

・特別加入については選択いただく給付基礎日額によって異なります。 

例えば… 

給付基礎日額を 10,000 円に設定した場合の年間保険料（計算式：10,000 円×365 日×保険料率） 

・建築事業           34,675 円（保険料率９.５/1,000） 

・社会福祉又は介護事業     10,950 円（保険料率 3/1,000） 

・金属製品製造業又は金属加工業 36,500 円（保険料率 10/1,000） 

 
≪手数料について≫ 

常 用 労 働 者 数 年 間 委 託 手 数 料 （ 消 費 税 込 ） 

１名～４名 14,300 円 

5 名～15 名 19,800 円 

16 名～30 名 26,400 円 

31 名～50 名 36,300 円 

51 名～70 名 46,200 円 

71 名～100 名 72,600 円 

101 名～200 名 9９,０00 円 

201 名～300 名 136,400 円 

※別途、当所年間会費（個人 12,000 円～、法人 19,200 円～）が必要となります。 

 

 

 

≪お問い合わせ先≫ 

堺商工会議所労働保険事務組合 

〒591-8502  堺市北区長曽根町 130 番地 23  ℡072-258-5503 



講 師

自社を守るために、適正価格を実現しませんか？

堺商工会議所2階大会議室
 オンライン
（堺市北区長曽根町130-23）

価格交渉術
・ ・ ・ ・ ・

セミナー

昨今、原材料価格やエネルギー価格、労務費の高騰が続いており、中小製造業のコストは増加の一途をたどっています。

そのような中、中小製造業は大手企業や長年取引している企業からの受注が多く、

「お願いして買ってもらっている立場だから強気にでれない」

「価格交渉をしたいが、どのように交渉すればいいかわからない」

といった懸念があり、価格転嫁できていない、または一部しか転嫁できていない企業が多いのが実情です。

そこで、下請け中小製造業が値上げを実現するため、価格交渉の準備から具体的な交渉術までを解説する

セミナーを開催いたしますので、是非、この機会にご参加ください。

価格交渉しても無理だとあきらめている

値上げ交渉がうまくいかず、逆に売上減や顧客離れが不安

価格交渉をしたいが、どのように交渉したらいいかわからない

取引条件が不明瞭で、実際にかかった費用を請求できていない

㈱ゼロプラス 代表取締役

大場 正樹 氏
1975年生まれ。大学卒業後、大手非鉄金属商社に14年勤務し、国内工場の新設や中国子会社の経営再建などを実現。当時の経験を踏

まえ、日本の中小製造業が持つ技術力、現場力を活かす仕組みづくりを実現したいと、中小製造業向けの経営コンサルタントとして独立。

2014年に法人化し㈱ゼロプラスを設立。その後、2016年に産業ロボットの開発・製造・販売を行う㈱ロボプラス、2021年に金属加工部品調

達、受発注デジタル化支援を行う㈱XO等、中小製造業の生産性を高めるサービスを複数立ち上げ、事業を拡大している。

著書『インフレ時代を生き残る 下請け製造業のための「劇的 価格交渉術」』（幻冬舎）、『GX時代に下剋上を起こす 下請け製造業のため

の脱炭素経営入門』（ダイヤモンド社）

日 時

場 所

令和６年6月19日(水)
１４：００～１６：００

定 員 30名(※オンラインは定員なし)

セミナー

内容

３.価格交渉術・応用編
・製品単価を上げて「付加価値額」を高める

・付加価値額の値上げ成功に導く4つの突破口

４.交渉が難航しそうなときの裏技編
・中小企業の味方である中小企業庁の活用

中小製造業者のための
受 講 料

無料

申込

方法

下記のいずれかでお申込みください。
① 右QRコードからお申込

https://forms.gle/u5WgpzygkVGRiDKE9
②裏面申込書に記入してＦＡＸで申し込み

問合せ
堺商工会議所 経営支援課
TEL:072-258-5503

１.マインド編
・値上げなくして下請け製造業に未来なし

・社長の意識改革が価格交渉成功への第一歩

２.価格交渉術・基礎編
・「変動費スライド制」の導入で赤字製品をゼロにする

・価格交渉を成功に導く5ステップ

主催：堺商工会議所

https://forms.gle/u5WgpzygkVGRiDKE9


堺商工会議所 経営支援課（FAX：072-258-5580）行

中小製造業者のための価格交渉術セミナー(6/19)  受講申込書

【申込QRコード】

事 業 所 名
電 話 番 号

F A X 番 号

所 在 地
〒

受 講 形 式 □会場受講 □オンライン受講

E - m a i l ＠

受 講 者 名

（所属・役職名）

（  氏 名 ）

受 講 者 名

（所属・役職名）

（  氏 名 ）

※ オンライン受講ご希望の場合は、右記ＱＲコードを読み取っていた
だき、注意事項を必ずご確認ください。

※ QRコードを読み取れない方は、当所ホームページから必ずご確認を
お願いします。
⇒https://sakaicci.or.jp/online_zoom/
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